
 
資料１ 

社会保障に係る資格におけるマイナンバー制度利活用に関する検討会  

開催要綱（案） 

 

１．趣旨 

国家資格におけるマイナンバー制度の利活用に関しては、令和２年７月 17日

に閣議決定された「経済財政運営と改革の基本方針 2020」及び「世界最先端デ

ジタル国家創造宣言・官民データ活用推進基本計画」（以下、「基本計画」という。）

において、各種免許・国家資格、教育等におけるマイナンバー制度の利活用につ

いて検討し、必要に応じて共通機能をクラウド上に構築することとされている。

また、基本計画においては、地域における看護や介護等の担い手の確保などの観

点から、IT を活用した有資格者等の掘り起こしについて検討することとされて

いる。 

これを受け、社会保障に係る資格取得者の利便性の向上とともに、社会保障の

担い手確保等に資するよう、社会保障に係る資格におけるマイナンバー制度利

活用について、有識者の参集を得て具体的検討を行う。 

 

２．検討事項 

 

（１）社会保障に係る資格におけるマイナンバーとの情報連携等に関する利活

用策 

（２）マイナポータルを活用した資格情報の閲覧や人材確保策等更なる利活用

策 

 

３．構成員 

構成員は、別紙のとおりとする。 

 

４．運営等 

（１）本検討会は、政策統括官（総合政策担当）が別紙の構成員の参集を求めて

開催する。 

（２）本検討会においては、必要に応じ、（１）の構成員以外の学識経験者及び

実務経験者等の出席を求めることができる。 

（３）検討会は原則として公開するとともに、議事録を作成し、公表する。 

（４）本検討会の庶務は、情報化担当参事官室及び医政局、医薬・生活衛生局、

労働基準局、社会・援護局の協力を得て、政策統括官（総合政策担当）付

政策統括室が行う。 

（５）この要綱に定めるもののほか、本検討会の運営に関し、必要な事項は、会

議において定める。 
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